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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
と
同
省
所
管
の
各
種
法
人
と
の
関
係
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

外
務
省
が
所
管
す
る
特
例
民
法
法
人
二
百
十
四
法
人
（
以
下
「
外
務
省
所
管
法
人
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
外
務
省
が
一

般
競
争
入
札
に
よ
り
事
業
契
約
を
結
ん
で
い
る
法
人
は
あ
る
が
、
お
尋
ね
の
「
直
近
三
年
間
に
お
い
て
契
約
を
結
ん
だ
法
人

名
、
契
約
内
容
、
契
約
額
」
に
つ
い
て
は
、
調
査
に
膨
大
な
作
業
を
要
す
る
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

外
務
省
所
管
法
人
の
う
ち
、
外
務
省
が
随
意
契
約
を
結
ん
で
い
る
法
人
は
あ
る
が
、
お
尋
ね
の
「
直
近
三
年
間
に
お
い
て

契
約
を
結
ん
だ
法
人
名
、
契
約
内
容
、
契
約
額
、
並
び
に
、
な
ぜ
当
該
法
人
と
随
意
契
約
を
結
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
か
、
そ
の

理
由
、
経
緯
」
に
つ
い
て
は
、
調
査
に
膨
大
な
作
業
を
要
す
る
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

外
務
省
所
管
法
人
に
つ
い
て
、
外
務
省
は
こ
れ
ら
の
法
人
か
ら
年
度
ご
と
に
提
出
さ
れ
る
事
業
や
収
支
に
関
す
る
報
告
等

を
通
じ
、
各
法
人
の
活
動
や
収
支
の
状
況
を
把
握
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

一



先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
一
年
五
月
十
二
日
内
閣
衆
質
一
七
一
第
三
五
三
号
）
四
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ

る
。

五
に
つ
い
て

平
成
十
九
年
度
に
お
い
て
、
外
務
省
か
ら
の
補
助
金
交
付
額
が
確
定
し
て
い
る
法
人
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
一
年

五
月
十
二
日
内
閣
衆
質
一
七
一
第
三
五
三
号
）
一
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
は
、
外
務
省
所
管
法
人
の
う
ち
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
一
年
五
月
十
二
日
内
閣
衆
質
一
七
一
第
三
五

三
号
）
一
に
つ
い
て
で
補
助
金
の
額
に
つ
い
て
お
答
え
し
た
法
人
を
除
く
も
の
に
つ
い
て
も
、
お
尋
ね
の
「
使
途
不
明
金
が

発
生
し
た
」
と
い
う
事
例
は
承
知
し
て
い
な
い
。

二


